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広報 常陸大宮 お知らせ版　No.429　2020.9.10

　市では、「常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与制度」の利用者を募集します。

１　応募資格
　　次の①～③のいずれにも該当する方
　　①学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する大学の医学を履修する課程に在学する方（医

学を履修する課程に合格し、入学手続きを行う予定の方を含む）
　　②将来市内の公的医療機関において、常勤医師として業務に従事する意思を有する方
　　③募集要項に規定する修学資金以外の修学資金その他これに準ずる資金の貸与を受けていない方ま

たは受ける見込みのない方
※既に在学している方だけでなく、これから医学課程を受験する方（医学課程合格後入学手続きを行

うこと）も対象となります。

２　貸与予定人員　若干名

３　貸与金額
（１）月額30万円
（２）入学料に相当する額　上限200万円（入学年度1回限り）

４　貸与期間
（１）修学資金：令和3年4月から大学を卒業する月まで
（２）入学料に相当する額：入学する年度の一度限り

５　返還債務の免除
　大学卒業後2年以内に医師免許を取得し、臨床研修または市長が別に定める医療機関での専門研修

（一般社団法人日本専門医機構の定めによる基本領域研修をいう）終了後、直ちに常陸大宮市内の公
的医療機関の常勤医師として業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸与期間に達したとき（全
部免除）。

６　募集期間
　　令和2年9月1日（火）から令和2年10月30日（金）まで
　　※郵送の場合は、最終日の17:15到着分までとします。

７　被貸与者の決定
　　書類審査および面接により決定し、その結果については本人に通知します。

８　その他
　詳細については、募集要項を参照願います。また、募集要項および申請書等は、市ホームページか
らダウンロードできます。

常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与制度貸与者募集
（令和３年度新規貸与開始者）

　　・　 　　 医療保険課医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線163問申込 本庁
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